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大分類 10：油料・肥飼料、その他雑品

中分類 植物の例示 小分類 細分類

11 油料 ﾅﾀﾈ、ｺﾌﾟﾗ､ｱﾏ､ﾜﾀﾐ､ﾋﾏﾜﾘ､ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ､ｺﾞﾏ等まめ類以外の油料原料。

12 乾牧草
ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ､ｻﾄｳｷﾋﾞ､ｽｰﾀﾞﾝﾓﾛｺｼ､ﾁﾓｼｰ､ﾗｲｸﾞﾗｽ等の乾牧草類。ただし、ｷｭｰﾌﾞ
状､ﾍﾟﾚｯﾄ状、ｲﾈ､ｵｵﾑｷﾞ属及びｺﾑｷﾞ属を除く。

粉･破砕:07

13 肥飼料

ﾋﾏﾜﾘ､ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ､ﾜﾀﾐ等の肥飼料類。
ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ､ｻﾄｳﾀﾞｲｺﾝ､ｻﾄｳｷﾋﾞ､ﾌｽﾏ、こく類及びまめ類等を主原料とするｷｭｰﾌﾞ
状､ﾍﾟﾚｯﾄ状のもの｡
ﾅﾀﾈ､ﾋﾏ､こく類、まめ類等の粕類及びﾍﾟﾚｯﾄ状のもの。（粕ﾍﾟﾚｯﾄ､ﾐｰﾙﾍﾟﾚｯﾄ等）

粉･破砕:07
ｷｭｰﾌﾞ･ﾍﾟﾚｯﾄ:11
粕:15
その他加工:88

14
イネワラ･コメヌカ・モ
ミガラ

ｲﾈﾜﾗ、ｲﾈﾓﾐ、ﾓﾐｶﾞﾗ、ｺﾒﾇｶであって飼料用、園芸用を含む。
ﾀﾀﾐﾄﾞｺ、ﾑｼﾛ、ｺﾓ等の加工品。
ただし、ﾍﾟﾚｯﾄ状のものを除く。
※「禁止品に該当する」とは、当該分類の加工状態のものが禁止対象地域から輸入された場合
に禁止品に該当する品目を指す。なお、禁止対象地域以外から輸入された検査品にも適用す
る。

穂:24

粉･破砕:07
ﾀﾀﾐﾄﾞｺ:22
コメヌカ・フスマ等の加工
品（禁止品に該当しな
い）:81
ワラ等の加工品（禁止品
に該当する）:82

15 ムギワラ・フスマ

ｵｵﾑｷﾞ属及びｺﾑｷﾞ属のﾑｷﾞﾜﾗ、ﾑｷﾞ穂軸(ｽﾄﾛｰ)及びﾌｽﾏであって、飼料用、園
芸用を含む。
ﾀﾀﾐﾄﾞｺ等の加工品。
ただし、ﾍﾟﾚｯﾄ状のものを除く。
※「禁止品に該当する」とは、当該分類の加工状態のものが禁止対象地域から輸入された場合
に禁止品に該当する品目を指す。なお、禁止対象地域以外から輸入された検査品にも適用す
る。

穂:24

粉･破砕:07
ﾀﾀﾐﾄﾞｺ:22
コメヌカ・フスマ等の加工
品（禁止品に該当しな
い）:81
ワラ等の加工品（禁止品
に該当する）:82

16 ドライフラワー
ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ及び学術研究用に供するさく葉標本（半乾燥植物を含む。）ﾏﾂｶｻ類
及び観賞用若しくは装飾用乾燥植物。ただし、ｲﾈ､ﾑｷﾞ類の穂及び流木等の装
飾用芯材を除く。

17 園芸用品
ﾋﾟｰﾄﾓｽ、ﾐｽﾞｺﾞｹ､ﾍｺﾞ、ﾔﾏｺﾞｹ、ほだ木、園芸用樹皮等の園芸用品。ただし、ﾀｹ
材は除く。

粉･破砕:07

18 その他

木箱、当板等の梱包材、麻袋、ﾀｹ材､ｿﾊﾞｶﾞﾗ、ｸﾙﾐｶﾞﾗ､ｹｰﾌﾞﾙﾄﾞﾗﾑ､ﾊﾟﾚｯﾄ､ｲｸﾞｻ
加工品及び半加工（木材）品等。
粗繊維用植物、装飾用芯材等。
バイオマス燃料用植物等。
中古農機等。

殻:19
燃料用（バイオマス燃料
用）:30
中古農機：90

粉･破砕:07
粕:15
チップ:31
ペレット:32
ブリケット:33
その他の加工品:88

NACCS（APS）　大中小細分類コード


